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検討会報告書素案の参考資料３ 1 
 2 

遺伝資源等の利用状況について 3 
 4 
１ 遺伝資源等の主な利用 5 

外部有識者を含めた本検討会での議論を踏まえた遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統6 
的な知識（以下「遺伝資源等」という。）の主な利用については、次のとおりである。 7 
 8 
日本を含む世界各地の遺伝資源等は、分類学、生化学、農学等の学術研究や、医薬品や化9 

成品、化粧品、機能性食品、種苗その他の産業活動で幅広く利用されており、その成果は人10 
類の福利の向上に貢献している。また、非商業的な学術研究の成果は、生物の多様性の保全11 
や持続可能な利用への貢献が期待される。 12 
遺伝資源の利用形態は分野によって異なり、例えば、医薬品の開発においては、微生物及13 

び動植物等の多数の遺伝資源の中から最終的には一つの遺伝資源が産生する酵素若しくは14 
酵素や受容体の活性化又は活性阻害等の機能をもつ物質を見出し利用することが多いが、種15 
苗の新品種の開発においては、複数の植物遺伝資源を段階的に掛け合わせていくことが一般16 
的である。なお、医薬品及び種苗の新品種の開発には長い年月を要するとされる。また、医17 
薬品の開発に関しては、創薬技術の中では遺伝資源を使用する天然物創薬は効率が低いこと18 
もあり、国内措置は天然物創薬が下火にならないよう負荷の少ないものとされることが望ま19 
れている。 20 
利用する遺伝資源の取得方法も分野による違いが見られ、分類学の研究等では生息域内の21 

遺伝資源を採取して用いることが多いが、種苗の新品種や機能性食品の開発等では商品とし22 
て販売される他の品種や食品を購入して用いることが多いとされる。なお、植物の新品種の23 
保護に関する国際条約（以下、「UPOV 条約」という。）第 15 条及び UPOV 条約に準拠した24 
種苗法において、種苗の新品種の研究開発のために他の品種を利用することについては当該25 
他の品種の育成者権が及ばないことが規定されており、これに基づいて、公共の利益のため26 
の植物新品種の育成が歴史的・国際的に行われてきた。また、種苗に関しては、名古屋議定27 
書（以下、「議定書」という。）に対する特別法としての位置づけにある食料及び農業のた28 
めの植物遺伝資源に関する国際条約（以下、「ITPGR」という。）が存在し、この条約の下、29 
食糧安全保障上の重要性等に基づいて選定された植物遺伝資源を対象とした ABS に関する30 
多数国間の制度が設立されている。 31 
 他方、学術研究においては、発表した研究結果の再現性を保証する必要があることから、32 
第三者から要望があった場合にはその研究において利用した遺伝資源を当該第三者に提供33 
する必要があり、これを論文掲載の条件としている学術雑誌も多い。また、国際細菌命名規34 
約では、原核生物の新種・新亜種を論文発表する際には、その基準株を２ヶ国以上の公的な35 
保存機関に寄託し、他者に対して制限なく利用可能とすることを義務付けている。その他の36 
微生物株においてもこうした寄託が行われている。このような遺伝資源の提供や譲受けは、37 
通常、生物遺伝資源移転合意書（MTA）や共同研究契約等を締結した上で行われている。38 
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この他、生化学等の研究により明らかとなった DNA（デオキシリボ核酸）の塩基配列等の1 
遺伝情報をデータベースに登録し、世界中の研究者と共有することも行われている。 2 
 3 
２．日本の遺伝資源等の状況 4 

外部有識者を含めた本検討会での議論を踏まえた日本の遺伝資源等の状況については、次5 
のとおりである。 6 

 7 
（１） 遺伝資源の状況 8 
 日本は四方を海に囲まれた島国であり、中緯度地域において南北約 3,000km に亘る長い国9 
土を有し、海岸から山岳までの大きな標高差があることや、大小様々な数千の島嶼を有する10 
こと、はっきりとした四季の変化があること等の特徴により世界的に見ても豊かな生物多様11 
性を有しており、豊富な遺伝資源が存在していると考えられる。 12 
 日本の遺伝資源の保存については、科学技術庁長官による諮問「遺伝子資源としての生物13 
の確保方策について」に対する昭和 59 年６月 26 日付科学技術庁資源調査会答申に基づき、14 
これまで施策が講じられてきており、生息域内においては生物多様性保全上重要な地域や遺15 
伝資源として重要な森林の保全及び絶滅のおそれのある野生動植物や学術価値が高く重要16 
な動植物等の保護を図るとともに、生息域外においては、ナショナルバイオリソースプロジ17 
ェクトや各種のジーンバンクにおける遺伝資源の収集・保存事業により、学術研究上及び産18 
業上有用な遺伝資源のみならず、生物多様性保全上重要な遺伝資源の保存が図られている。 19 
日本の遺伝資源の利用については、３（１）に記載するように日本の利用者により利用さ20 

れているほか、17 世紀末から 19 世紀にかけて西洋諸国のプラントハンターが我が国で活躍21 
していたことや、1980 年代に海外企業の天然物創薬の拠点が国内に所在していたこと、現22 
在においては共同研究を行う等して他国の利用者と日本の利用者との間で交流があること23 
等を踏まえれば、他国の利用者にも過去より利用されていると考えられる。 24 
 25 
（２） 遺伝資源に関連する伝統的な知識の状況 26 
遺伝資源に関連する伝統的な知識については、生物多様性条約（以下、「条約」という。）27 

及び議定書のいずれにも定義が規定されていないものの、議定書第３条及び条約第８条(j)28 
を踏まえ、生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用に関連する伝統的な生活29 
様式を有する先住民の社会及び地域社会（以下、「先住民等社会」という。）においてその伝30 
統、風習、文化等に根ざして昔から用いられている特有の知識であって、遺伝資源と関連性31 
を有するものと考えられる。例としては、特定の先住民等社会が居住する地域に生育する植32 
物の薬効に関して当該社会内のみにおいて昔から風習として伝わってきた知識等が挙げら33 
れる。日本においては、このような知識のほとんどは文献等に記載された状態にあると考え34 
られ、特定の先住民等社会に特有の遺伝資源に関連する伝統的な知識が当該社会内で現代に35 
おいても用いられている可能性は低いと考えられる。一方、伝統医学として発展してきた日36 
本の漢方薬に関する知識や、文献に記載されたり、医薬品等として一般に市場に流通してい37 
る民間薬や家伝薬の知識は、国内各地に広がっており、特定の先住民等社会のみが有するも38 
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のではないため、議定書の遺伝資源に関連する伝統的な知識には該当しない。 1 
 2 
※条約の公定訳及び議定書の仮訳では「indigenous communities」を「原住民の社会」と訳しているが、本報告書におい3 
ては「先住民の社会」と記載する。 4 

 5 
３．日本又は他国の遺伝資源等の利用状況 6 

環境省が平成 24 年度に実施したアンケート調査の結果（参考資料５参照）に基づく日本7 
の利用者による日本又は他国の遺伝資源等の利用状況については、次のとおりである。 8 
 9 
（１） 日本の遺伝資源等の利用状況 10 
 日本の遺伝資源は、学術研究及び産業活動の各分野において日本の利用者に利用されてい11 
る。日本の遺伝資源は、北海道から沖縄までの全ての地域において、国有地、公有地、私有12 
地の土地所有形態の別を問わず、山岳・森林、海域、温泉や深海等の極限環境、或いは自社13 
所有地内等の様々な環境において取得されている。日本の遺伝資源の取得方法については、14 
利用者自身による現地採取やコレクションからの取得、市場で販売される食品や種苗等の商15 
品として購入及び商社等の仲介業者からの購入が挙げられるが、他国の遺伝資源についての16 
場合と比べて、利用者自身が現地で採取する場合が多いことが示唆される。現地採取は、多17 
くの場合、土地所有者等の承諾を得た上で行われており、利益配分に関しては、土地所有者18 
等の提供者と MAT を締結し、利益配分を行った例も認められる。 19 
議定書の遺伝資源に関連する伝統的な知識に該当するものであるかは不明であるが、遺伝20 

資源に関連する伝統的な知識について、提供者と MAT を結び、利益配分を行ったことがある21 
とする企業の例も確認されている。 22 
 23 
（２） 他国の遺伝資源等の利用状況 24 
日本の利用者は、日本の遺伝資源と同様に、学術研究及び産業活動の各分野において他国25 

の遺伝資源を利用しており、主として東アジア、東南アジア、北米、ヨーロッパにおいてそ26 
れらの遺伝資源を取得している事例が明らかとなっている。それらの取得方法は日本の遺伝27 
資源の場合と同様に様々であり、利用者自身が現地に赴き採取する方法、国内外のコレクシ28 
ョンから取得する方法、商社、原料供給メーカー等の仲介業者から購入する方法、あるいは29 
国内外の市場で販売される食品や種苗等の商品として購入する方法などが見られる。日本の30 
利用者は今後も他国の遺伝資源を取得する意向があるが、他国の遺伝資源の取得に際しての31 
当該他国の ABS 法令等の確認や PIC の取得に関しては、PIC に関する手続きが不明確である32 
ことや、手続きを行う窓口が不明であること、PIC を得られるまでに時間を要すること、他33 
者を介して取得した遺伝資源の由来が不明であること等が課題と指摘されている。 34 
他国の遺伝資源に関連する伝統的な知識の取得は遺伝資源と比べて事例が限られるが、先35 

住民等社会の PIC 等を得、MAT を結び、更には利益配分を行った例も数件確認されている。36 
他国の遺伝資源に関連する伝統的な知識の取得に関する課題については、遺伝資源の取得と37 
同様に、手続きに関連した課題が指摘されている。 38 


